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20250610 門田石油株式会社（法
人番号
5240001032410）　代表
者門田慎吾

広島県福山市熊野町乙
100-1

本社営業所 広島県福山市熊野町乙95
番地2

事業の停止(30日間)、
輸送施設の使用停止
(30日車)、輸送の安全
確保命令及び文書警告

貨物自動車運送事業法
第17条第1項第1号及び
同法第4項

令和6年3月19日及び同年7月17日に、情報提
供を端緒として監査を実施。6件の違反が認め
られた。(1)勤務時間等基準告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安
全規則」)第3条第４項）、(2)勤務時間等基準告
示のなお書き遵守違反(安全規則第3条第4
項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条
第1項、第2項及び第3項)、(4)点呼の記録事項
義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)業務の記
録事項義務違反(安全規則第8条)、(6)運転者
等台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条
の5第1項)

33 33

20250626 株式会社ミカワ（法人番
号8240001021113） 代
表者三川謙二

広島県広島市安佐北区安
佐町大字くすの木台603番
1

本店営業所 広島県広島市安佐北区安
佐町大字くすの木台603-1

輸送施設の使用停止
(20日車)

貨物自動車運送事業法
第17条第3項及び同法
第4項

令和6年10月25日、情報提供を端緒として監査
を実施。2件の違反が認められた。(1)過積載運
送（貨物自動車運送事業法第17条第3項）(2)
限度超過車両の運行、条件等違反を防止する
ための指導及び監督の怠慢（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第5条の2）

7 2


